
新 旧 

令和６年度東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金交

付要綱 

令和６年３月１９日 

５福祉高介第１５５６号 

令和６年５月３０日 

一部改正  ６福祉高介第４５４号 

令和６年７月１７日 

一部改正  ６福祉高介第８００号 

令和６年１２月１２日 

一部改正  ６福祉高介第１６７９号 

 

平  

第１条から第５条まで（現行どおり） 

 

（対象となる職員） 

第６条 この事業の対象となる職員は、次に定める者とする。 

１ 雇用形態 

第５条で定める施設又は事業所を運営する法人（以下「事業者」という。）

から直接雇用を受け、当該施設又は事業所において勤務する職員であるこ

と。なお、勤務形態（常勤又は非常勤並びに専従又は兼務）は問わないが、

事業者から直接給与を受けていない職員（派遣職員）は対象外とする。ただ

し、介護保険法に基づく事業の人員、設備及び運営に関する基準上、業務の

全部又は一部を委託により他の事業者に行わせることが認められている場

合であって、委託先の事業者に雇用され、当該施設又は事業所において勤務

する職員はその限りでない。 

 

第６条第２項から第１７条まで（現行どおり） 

 

附 則（５福祉高介第１５５６号） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

令和６年度東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金

交付要綱 

令和６年３月１９日 

５福祉高介第１５５６号 

令和６年５月３０日 

一部改正  ６福祉高介第４５４号 

令和６年７月１７日 

一部改正  ６福祉高介第８００号 

 

 

 

 

第１条から第５条まで（略） 

 

（対象となる職員） 

第６条 この事業の対象となる職員は、次に定める者とする。 

１ 雇用形態 

第５条で定める施設又は事業所を運営する法人（以下「事業者」という。）

から直接雇用を受け、当該施設又は事業所において勤務する職員である

こと。なお、勤務形態（常勤又は非常勤並びに専従又は兼務）は問わな

いが、事業者から直接給与を受けていない職員（派遣職員）は対象外と

する。 

 

 

 

第６条第２項から第１７条まで（略） 

 

附 則（５福祉高介第１５５６号） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間、事業者が第７条第１項の規



 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間、事業者が第７条第１項の規定

に定める就業規則又は給与規程等を整備した場合は、令和６年４月から就

業規則又は給与規程等が整備されるまでの期間に係る介護職員・介護支援

専門員居住支援特別手当を、複数月分まとめて支給することができる。 

附 則（６福祉高介第４５４号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則（６福祉高介第８００号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則（６福祉高介第１６７９号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

定に定める就業規則又は給与規程等を整備した場合は、令和６年４月か

ら就業規則又は給与規程等が整備されるまでの期間に係る介護職員・介

護支援専門員居住支援特別手当を、複数月分まとめて支給することがで

きる。 

附 則（６福祉高介第４５４号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則（６福祉高介第８００号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 


